
茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年４月１日 

茅ヶ崎市教育委員会教育長 青 柳 和 富  

茅ヶ崎市教育委員会規則第３号 

茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例施行規則（平成１４年茅ヶ崎市教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      円 

６，１４３ 

円

１３，９７５ 

６，７０３ １５，２３７ 

７，０２３ １８，０１６ 

７，３２６ ２０，８６４ 

７，５７６ ２２，５６４ 

７，７６６ ２３，６６６ 

７，７１１ ２５，３５４ 

７，３４８ ２６，１８７ 

６，１９２ ２２，６９４ 

４，２００ １７，４８４ 

４，２００ １３，９７５ 

      円 

６，２６０ 

      円 

１４，５９７ 

６，８７４ １６，１９１ 

７，１５７ １９，６１０ 

７，５３４ ２２，４９９ 

７，６９７ ２４，０８４ 

８，００７ ２６，２３８ 

７，８２１ ２６，８６８ 

「 

「 

別表第１中                   を 

」 

に改める。 



 

 

 

 

 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由が生じた長期

療養者の休業補償及び年金たる補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた年金たる補

償で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。 

 

７，５３６ ２７，９４９ 

６，４５０ ２３，２３７ 

４，４００ １７，７５５ 

４，４００ １４，５９７ 
」 


